
 

公 立 大 学 法 人 釧 路 公 立 大 学 に お け る 競 争 的 研 究 費 等 の 取 扱 い  

に 関 す る 規 程  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、公 立 大 学 法 人 釧 路 公 立 大 学（ 以 下「 本 学 」と い

う 。） に お け る 競 争 的 研 究 費 等 の 適 正 な 運 営 及 び 管 理 に つ い て 必 要

な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 適 用 範 囲 ）  

第 ２ 条  競 争 的 研 究 費 等 の 運 営 及 び 管 理 に つ い て は 、関 係 法 令 等 又 は

こ れ ら に 基 づ く 特 別 の 定 め の あ る 場 合 を 除 く ほ か 、こ の 規 程 に よ る

も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 規 程 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 競 争 的 研 究 費 等  文 部 科 学 省 又 は 文 部 科 学 省 が 所 管 す る 独 立  

行 政 法 人 か ら 配 分 さ れ る 競 争 的 資 金 を 中 心 と し た 公 募 型 資 金  

(2) 配 分 機 関  競 争 的 研 究 費 等 を 配 分 す る 機 関  

(3) 構 成 員  本 学 に 所 属 す る 非 常 勤 を 含 む 、 研 究 者 、 事 務 職 員 、  

技 術 職 員 及 び そ の 他 関 連 す る 者  

(4) 不 正  故 意 若 し く は 重 大 な 過 失 に よ る 競 争 的 研 究 費 等 の 他 の  

用 途 へ の 使 用 又 は 競 争 的 研 究 費 等 の 交 付 の 決 定 の 内 容 若 し く は  

こ れ に 付 さ れ た 条 件 に 違 反 し た 使 用  

(5) コ ン プ ラ イ ア ン ス 教 育  不 正 を 事 前 に 防 止 す る た め に 、 本 学  

が 競 争 的 研 究 費 等 の 運 営・管 理 に 関 わ る 全 て の 構 成 員 に 対 し 、自  

身 が 取 り 扱 う 競 争 的 研 究 費 等 の 使 用 ル ー ル や そ れ に 伴 う 責 任 、自  

ら の ど の よ う な 行 為 が 不 正 に 当 た る の か な ど を 理 解 さ せ る こ と  

を 目 的 と し て 実 施 す る 教 育  

(6) 啓 発 活 動  不 正 を 起 こ さ せ な い 組 織 風 土 を 形 成 す る た め に 、機  



 

関 が 構 成 員 全 体 に 対 し 、不 正 防 止 に 向 け た 意 識 の 向 上 と 浸 透 を 図  

る こ と を 目 的 と し て 実 施 す る 諸 活 動 全 般  

（ 不 正 防 止 対 策 の 責 任 者 ）  

第 ４ 条  本 学 に お い て 競 争 的 研 究 費 等 を 適 正 に 運 営 及 び 管 理 す る た

め 、不 正 防 止 対 策 の 責 任 者 と し て 、最 高 管 理 責 任 者 、統 括 管 理 責 任

者 及 び コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 責 任 者 を 置 く 。  

（ 最 高 管 理 責 任 者 ）  

第 ５ 条  最 高 管 理 責 任 者 は 、本 学 全 体 を 統 括 し 、競 争 的 研 究 費 等 の 運

営 及 び 管 理 に つ い て 最 終 責 任 を 負 う も の と し 、理 事 長 を も っ て 充 て

る 。  

２  最 高 管 理 責 任 者 は 、 不 正 防 止 対 策 の 基 本 方 針 （ 以 下 「 基 本 方 針 」

と い う 。） を 策 定 及 び 周 知 す る と と も に 、 そ れ ら を 実 施 す る た め に

必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

３  最 高 管 理 責 任 者 は 、統 括 管 理 責 任 者 及 び コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 責

任 者 が 責 任 を 持 っ て 競 争 的 研 究 費 等 の 運 営 及 び 管 理 が 行 え る よ う 、

適 切 に リ ー ダ ー シ ッ プ を 発 揮 す る 。  

４  最 高 管 理 責 任 者 は 、不 正 防 止 対 策 の 基 本 方 針 や 具 体 的 な 不 正 防 止

対 策 の 策 定 に 当 た っ て は 、重 要 事 項 を 審 議 す る 理 事 会 等 に お い て 審

議 を 主 導 す る と と も に 、そ の 実 施 状 況 や 効 果 等 に つ い て 理 事 等 と 議

論 を 深 め る 。  

５  最 高 管 理 責 任 者 は 、啓 発 活 動 を 定 期 的 に 行 い 、構 成 員 の 意 識 の 向

上 と 浸 透 を 図 る 。  

（ 統 括 管 理 責 任 者 ）  

第 ６ 条  統 括 管 理 責 任 者 は 、最 高 管 理 責 任 者 を 補 佐 し 、競 争 的 研 究 費

等 の 運 営 及 び 管 理 に つ い て 全 体 を 統 括 す る 実 質 的 な 責 任 と 権 限 を

持 つ も の と し 、 学 長 を も っ て 充 て る 。  

２  統 括 管 理 責 任 者 は 、基 本 方 針 に 基 づ い て 、不 正 防 止 計 画 そ の 他 の

具 体 的 な 対 策 を 策 定 し 、そ の 実 施 状 況 に つ い て 確 認 し 、最 高 管 理 責



 

任 者 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 責 任 者 ）  

第 ７ 条  コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 責 任 者 は 、統 括 管 理 責 任 者 の 指 示 の 下 、

競 争 的 研 究 費 等 の 運 営 及 び 管 理 に つ い て 実 質 的 な 責 任 と 権 限 を 持

つ も の と し 、 学 部 長 を も っ て 充 て る 。  

２  コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 責 任 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 を 行 う 。 

(1) 具 体 的 な 不 正 防 止 対 策 を 実 施 し 、 そ の 実 施 状 況 を 確 認 す る と  

と も に 、 実 施 状 況 を 総 括 管 理 責 任 者 に 報 告 す る こ と 。  

(2) 不 正 防 止 を 図 る た め 、 本 学 に お い て 競 争 的 研 究 費 等 の 運 営 及  

び 管 理 に 関 わ る 全 て の 者 に 対 し 、コ ン プ ラ イ ア ン ス 教 育 を 実 施 し 、 

受 講 状 況 を 管 理 監 督 す る こ と 。  

(3) 不 正 防 止 に 関 す る 啓 発 活 動 を 定 期 的 に 実 施 す る 。  

(4) 競 争 的 研 究 費 等 の 管 理 及 び 執 行 等 が 適 切 に 行 わ れ て い る か 等  

を モ ニ タ リ ン グ し 、 必 要 に 応 じ て 改 善 を 指 導 す る こ と 。  

（ 監 事 ）  

第 ８ 条  監 事 は 、不 正 防 止 に 関 す る 内 部 統 制 の 整 備・運 用 状 況 に つ い

て 機 関 全 体 の 観 点 か ら 確 認 し 、 意 見 を 述 べ る 。  

２  監 事 は 、特 に 、統 括 管 理 責 任 者 又 は コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 責 任 者

が 実 施 す る モ ニ タ リ ン グ や 内 部 監 査 に よ っ て 明 ら か に な っ た 不 正

発 生 要 因 が 不 正 防 止 計 画 に 反 映 さ れ て い る か 、ま た 、不 正 防 止 計 画

が 適 切 に 実 施 さ れ て い る か を 確 認 し 、 意 見 を 述 べ る 。  

（ 競 争 的 研 究 費 等 の 経 理 事 務 ）  

第 ８ 条  競 争 的 研 究 費 等 の 交 付 を 受 け た 研 究 代 表 者 及 び 研 究 分 担 者

（ 以 下「 研 究 者 」と 総 称 す る 。）は 、そ の 経 理 を 理 事 長 に 委 任 す る 。  

２  研 究 者 か ら 委 任 を 受 け た 競 争 的 研 究 費 等 の 経 理 事 務 は 、経 営 企 画

課 で 行 う 。  

３  競 争 的 研 究 費 等 の 物 品 購 入 そ の 他 の 契 約 に 係 る 事 務 に つ い て は 、

公 立 大 学 法 人 釧 路 公 立 大 学 契 約 事 務 取 扱 規 程（ 令 和 ５ 年 法 人 規 程 第



 

５ ４ 号 ） の 例 に よ る 。  

４  競 争 的 研 究 費 等 の 経 理 事 務 の う ち 旅 費 に 係 る 事 務 に つ い て は 、公

立 大 学 法 人 釧 路 公 立 大 学 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 規 程（ 令 和 ５ 年 法 人

規 程 第 ２ ７ 号 ） の 例 に よ る 。  

（ 不 正 防 止 計 画 の 推 進 ）  

第 １ ０ 条  本 学 に お い て 競 争 的 研 究 費 等 を 適 正 に 運 営 及 び 管 理 す る

た め 、 不 正 防 止 計 画 推 進 室 （ 以 下 「 推 進 室 」 と い う 。） を 置 く 。  

２  推 進 室 は 、最 高 管 理 責 任 者 、統 括 管 理 責 任 者 、経 済 学 部 長 、附 属

図 書 館 長 、コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 責 任 者 、経 営 企 画 課 長 を も っ て 組

織 し 、 最 高 管 理 責 任 者 を 室 長 と す る 。  

３  推 進 室 は 、最 高 管 理 責 任 者 が 指 揮 し 、不 正 防 止 計 画 の 推 進 に あ た

り 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 を 行 う 。  

(1) 競 争 的 研 究 費 等 の 運 営 ・ 管 理 に 係 る 実 態 の 把 握 ・ 検 証 に 関 す  

る こ と  

(2) 関 係 部 署 と 協 力 し 、不 正 発 生 要 因 に 対 す る 改 善 策 を 講 ず る こ と  

(3) 行 動 規 範 の 策 定 等 に 関 す る こ と  

(4) 不 正 の 防 止 等 に 関 す る こ と 。  

(5) そ の 他 不 正 防 止 計 画 の 推 進 に あ た り 必 要 な 事 項  

（ 監 査 室 の 設 置 ）  

第 １ １ 条  競 争 的 研 究 費 等 の 適 正 な 管 理 の 検 証 等 の た め 、学 生 課 に 監

査 室 を 置 く 。  

２  監 査 室 は 、学 生 課 長 及 び 学 生 課 長 補 佐 で 組 織 し 、室 長 を 学 生 課 長

と す る 。  

３  監 査 室 は 、競 争 的 研 究 費 等 の 経 理 に 関 す る 事 務 及 び 推 進 室 の 業 務

に つ い て 監 査 を 行 う 。  

４  監 査 の 結 果 、不 正 等 を 認 め た と き は 、室 長 は 最 高 管 理 責 任 者 及 び

統 括 管 理 責 任 者 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ 相 談 窓 口 の 設 置 ）  



 

第 １ ２ 条  本 学 に お け る 競 争 的 研 究 費 等 に 係 る 事 務 処 理 手 続 き 及 び

使 用 ル ー ル 等 に 関 し 、明 確 か つ 統 一 的 な 運 用 を 図 る た め 、経 営 企 画

課 に 相 談 窓 口 を 置 く 。  

２  相 談 窓 口 は 、本 学 に お け る 競 争 的 研 究 費 等 に 係 る 事 務 処 理 手 続 き

及 び 使 用 ル ー ル 等 に 関 す る 学 内 外 か ら の 問 い 合 わ せ に 誠 意 を も っ

て 対 応 し 、本 学 に お け る 効 率 的 な 研 究 遂 行 の た め の 適 切 な 支 援 に 資

す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 告 発 等 の 受 付 ）  

第 １ ３ 条  本 学 に お け る 不 正 の 疑 い の 指 摘 又 は 本 人 か ら の 申 出 等（ 以

下 「 告 発 等 」 と い う 。） を 受 け 付 け る 窓 口 （ 以 下 「 受 付 窓 口 」 と い

う 。） を 学 生 課 に 置 く 。  

２  受 付 窓 口 の 責 任 者 は 、 学 生 課 長 と す る 。  

３  受 付 窓 口 の 責 任 者 は 、告 発 等 を 受 け た と き は 、速 や か に そ の 旨 を

統 括 管 理 責 任 者 に 報 告 す る 。  

４  統 括 管 理 責 任 者 は 、前 項 の 報 告 を 受 け た と き は 、速 や か に 当 該 告

発 等 の 内 容 を 最 高 管 理 責 任 者 に 報 告 す る 。  

５  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、受 付 窓 口 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、最 高

管 理 責 任 者 が 別 に 定 め る 。  

（ 告 発 等 の 取 扱 い ）  

第 １ ４ 条  最 高 管 理 責 任 者 は 、告 発 等 を 受 け 付 け た と き は 、推 進 室 の

議 を 経 て 、告 発 等 の 受 付 か ら ３ ０ 日 以 内 に 、告 発 等 の 合 理 性 を 確 認

し て 調 査 の 要 否 を 判 断 し 、 当 該 調 査 の 要 否 を 配 分 機 関 に 報 告 す る 。

報 道 若 し く は 会 計 検 査 院 等 の 外 部 機 関 か ら 指 摘 を 受 け た 場 合 、又 は

そ の 他 の 理 由 に よ り 最 高 管 理 責 任 者 が 必 要 と 認 め た 場 合 も 、同 様 と

す る 。  

２  最 高 管 理 責 任 者 は 、告 発 等 の 取 扱 い に 際 し て 、告 発 者 の 保 護 を 徹

底 し 、及 び 被 告 発 者 が 誹 謗 中 傷 等 を 受 け な い よ う 、適 切 な 方 策 を 講

じ る も の と す る 。  



 

（ 調 査 委 員 会 の 設 置 及 び 調 査 ）  

第 １ ５ 条  前 条 第 １ 項 に よ り 調 査 が 必 要 と 判 断 さ れ た 場 合 は 、最 高 管

理 責 任 者 は 、本 学 に 所 属 し な い 第 三 者（ 本 学 と 直 接 の 利 害 関 係 を 有

し な い 者 と す る 。） を 含 む 調 査 委 員 会 を 設 置 し 、 調 査 を 行 わ せ る も

の と す る 。ま た 、調 査 委 員 会 の 全 て の 委 員 は 、告 発 者 及 び 被 告 発 者

と 直 接 の 利 害 関 係 を 有 し な い 者 で な け れ ば な ら な い 。  

（ 調 査 中 に お け る 一 時 的 執 行 停 止 ）  

第 １ ６ 条  最 高 管 理 責 任 者 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、調 査 対 象

と な っ て い る 者 に 対 し 、調 査 対 象 制 度 の 研 究 費 の 使 用 停 止 を 命 ず る

こ と が で き る 。  

（ 認 定 ）  

第 １ ７ 条  調 査 委 員 会 は 、不 正 の 有 無 及 び 内 容 、不 正 に 関 与 し た 者 及

び そ の 関 与 の 程 度 並 び に 不 正 使 用 の 相 当 額 等 に つ い て 認 定 し 、最 高

管 理 責 任 者 に 報 告 す る 。  

２  調 査 委 員 会 は 、調 査 の 過 程 で あ っ て も 、不 正 の 事 実 が 一 部 で も 確

認 さ れ た 場 合 に は 、 速 や か に 認 定 し 、 最 高 管 理 責 任 者 に 報 告 す る 。 

（ 配 分 機 関 へ の 報 告 及 び 現 地 調 査 へ の 協 力 等 ）  

第 １ ８ 条  最 高 管 理 責 任 者 は 、告 発 等 の 受 付 か ら ２ １ ０ 日 以 内 に 、調

査 結 果 、不 正 発 生 要 因 、不 正 に 関 与 し た 者 が 関 わ る 他 の 競 争 的 研 究

費 等 に お け る 管 理・監 査 体 制 の 状 況 並 び に 再 発 防 止 計 画 等 を 含 む 最

終 報 告 書 を 配 分 機 関 に 提 出 す る 。期 限 ま で に 調 査 が 完 了 し な い 場 合

に お い て も 、 調 査 の 中 間 報 告 を 配 分 機 関 に 提 出 す る 。  

２  最 高 管 理 責 任 者 は 、前 条 第 ２ 項 の 報 告 を 受 け た 場 合 、そ の 内 容 を

配 分 機 関 に 報 告 す る 。  

３  前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、最 高 管 理 責 任 者 は 、配 分 機 関 の 求 め

に 応 じ て 、調 査 の 終 了 前 で あ っ て も 、調 査 の 進 捗 状 況 の 報 告 及 び 調

査 の 中 間 報 告 を 配 分 機 関 に 提 出 す る 。  

４  最 高 管 理 責 任 者 は 、配 分 機 関 か ら 要 請 が あ っ た 場 合 は 、調 査 に 支



 

障 が あ る 等 の 正 当 な 事 由 が あ る 場 合 を 除 き 、当 該 事 案 に 係 る 資 料 の

提 出 又 は 閲 覧 、 及 び 現 地 調 査 に 応 じ る も の と す る 。  

（ 調 査 結 果 の 公 表 ）  

第 １ ９ 条  最 高 管 理 責 任 者 は 、不 正 が 行 わ れ た と の 認 定 が な さ れ た 場

合 に は 、 速 や か に 、 調 査 結 果 を 公 表 す る も の と す る 。  

２  前 項 に よ り 公 表 す る 内 容 は 、不 正 に 関 与 し た 者 の 氏 名・所 属 、不

正 の 内 容 、 本 学 が 公 表 時 ま で に 行 っ た 措 置 の 内 容 、 調 査 委 員 の 氏

名・所 属 、調 査 の 方 法・手 順 等 が 含 ま れ て い る も の と す る 。た だ し 、

最 高 管 理 責 任 者 が 、推 進 室 の 議 を 経 て 、合 理 的 な 理 由 が あ る と 判 断

し た 場 合 は 、不 正 に 関 与 し た 者 の 氏 名・所 属 等 を 非 公 表 と す る こ と

が で き る 。  

（ 懲 戒 処 分 等 ）  

第 ２ ０ 条  不 正 を 行 っ た 教 職 員 等 に 対 し て は 、公 立 大 学 法 人 釧 路 公 立

大 学 懲 戒 規 程（ 令 和 ５ 年 法 人 規 程 第 ４ ３ 号 ）に よ り 、懲 戒 処 分 の 手

続 き を 行 う も の と す る 。  

２  不 正 が 行 わ れ た 場 合 に お い て 、私 的 流 用 が あ る 等 、行 為 の 悪 質 性

が 高 い 場 合 は 、 刑 事 告 発 そ の 他 の 措 置 を 講 じ る こ と が あ る 。  

３  不 正 に 関 与 し た 事 業 者 に 対 す る 処 分 は 、釧 路 公 立 大 学 事 務 組 合 建

設 工 事 等 指 名 停 止 基 準 の 例 に よ る 。  

（ 守 秘 義 務 ）  

第 ２ １ 条  こ の 規 程 に 定 め る 業 務 に 関 与 し た 者 は 、業 務 上 知 り 得 た 秘

密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 同 様 と す る 。  

（ 事 務 ）  

第 ２ ２ 条  こ の 規 程 に 定 め る 事 項（ 第 １ １ 条 及 び 第 １ ３ 条 に 定 め る も

の を 除 く 。） に 関 す る 事 務 は 、 経 営 企 画 課 に お い て 行 う 。  

（ そ の 他 ）  

第 ２ ３ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、競 争 的 研 究 費 等 の 取 扱 い に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  



 

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


